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【参考２】事業譲渡を行う場合の手続 

 

社会福祉法人には地域の福祉サービスを安定的に継続していくことが期待されて 

おり、合併や事業譲渡等により、社会福祉法人の公益性・非営利性が損なわれてい 

ると疑念を与えないようにすることが必要です。平成28 年改正法は、こうした社 

会福祉法人の公益性と非営利性を改めて確認し、徹底することを主な目的としてい 

ます。 

このため、合併・事業譲渡等を行う場合には、理事会等において、その目的、相 

手方となる法人の経営理念等や事業継続に重要な財務的要素の調査分析、合併・事 

業譲渡等後の事業計画などを十分議論し、社会福祉法人として意思決定していくこ 

とが必要です。 

社会福祉法人は地域福祉の担い手として、公益性・非営利性を担保するために様々 

な規制があり、合併・事業譲渡等の際は、これらの規制に抵触しないことは勿論の 

こと、国民に対する説明責任を果たしていくことが必要な点を十分に留意する必要 

があります。 

 

この点、厚生労働省は、「合併・事業譲渡マニュアル」を発出し、事業譲渡は、 

社会福祉法等に定められた手続を行う必要があることから、その手続や法令等 

について記載し、実施におけるポイントと留意点をまとめています。 

事業譲渡等の検討にあたっては、必ず本マニュアルを参照し、実務的な対応を行 

う際の手引として活用してください。 

 

なお、本マニュアルは、以下の厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000648701.pdf 
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